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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第29期
第３四半期
累計期間

第30期
第３四半期
累計期間

第29期
第３四半期
会計期間

第30期
第３四半期
会計期間

第29期

会計期間

自平成22年
２月21日
至平成22年
11月20日

自平成23年
２月21日
至平成23年
11月20日

自平成22年
８月21日
至平成22年
11月20日

自平成23年
８月21日
至平成23年
11月20日

自平成22年
２月21日
至平成23年
２月20日

売上高（百万円） 175,812 184,619 　61,100 62,508　 238,902

経常利益（百万円） 4,360 3,994 1,541 972 7,722

四半期（当期）純利益（百万円） 2,165 987 　761 419　 3,536

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ － － － －

資本金（百万円） － － 1,667 1,667 1,667

発行済株式総数（株） － － 26,192,40926,192,40926,192,409

純資産額（百万円） － － 36,107 37,870 37,913

総資産額（百万円） － － 83,173 85,877 83,774

１株当たり純資産額（円） － － 1,378.311,445.361,447.58

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
82.81 37.75 29.13 16.06 135.23

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益（円）
82.62 37.65 29.06 16.01 134.92

１株当たり配当額（円） － － － － 35.00

自己資本比率（％） － － 43.3 44.0 45.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
5,494 3,554 －　 －　 10,922

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△6,221 △4,323 －　 －　 △9,339

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,698 △401 －　 －　 △1,967

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高（百万円）
－　 －　 2,772 3,642 4,813

従業員数（人） －　 －　 1,614 1,645 1,605

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　　　　３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。　　　　　
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２【事業の内容】

　当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に

ついても異動はありません。 

  

３【関係会社の状況】

　当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成23年11月20日現在

従業員数（人） 1,645(8,614)

　（注）　従業員数は就業人員（グループ会社への出向者29名を除き、グループ会社からの受入出向者35名を含む。）であ

り、従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（フレックス社員）の当第３四半期会計期間の平均雇用人員（１日

８時間換算）であります。
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第２【事業の状況】

１【販売及び仕入の状況】

(1）商品部門別売上高

　当第３四半期会計期間の売上高を商品部門別に示すと、次のとおりであります。

商品部門別

当第３四半期会計期間
（自　平成23年８月21日
    至　平成23年11月20日）

金額（百万円） 構成比率（％） 前年同四半期比（％）

加工食品 14,598 23.4 102.3

酒類 5,009 8.0 104.6

日配食品 5,946 9.5 101.4

乳製品・冷蔵飲料 4,970 7.9 104.0

冷凍食品 1,975 3.2 100.6

寿司・惣菜・弁当 5,271 8.4 105.4

パン・生菓子 3,413 5.5 104.3

農産品 6,482 10.4 96.1

水産品 4,570 7.3 101.3

畜産品 5,411 8.7 103.7

食品部門計 57,649 92.3 102.2

日用雑貨 2,489 4.0 100.4

化粧・薬品 687 1.1 102.1

スポーツ・園芸・ペット等 712 1.1 117.0

衣料品 830 1.3 106.9

その他非食品 139 0.2 101.2

非食品部門計 4,858 7.7 103.9

合計 62,508 100.0 102.3

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

　　　２．前事業年度まで農産品に含めて表示しておりましたガーデニング、日用雑貨に含めて表示しておりましたペッ

トフードの売上高の一部を、第１四半期会計期間よりスポーツ・園芸・ペット等に含めて表示しておりま

す。このため、前年同四半期比較については、前年同四半期の金額を変更後の区分に組替えて行っておりま

す。　

　

EDINET提出書類

マックスバリュ西日本株式会社(E03130)

四半期報告書

 4/29



　

(2）地域別売上高の状況

　当第３四半期会計期間の売上高を販売地域別に示すと、次のとおりであります。　

地域別

当第３四半期会計期間
（自　平成23年８月21日
　　至　平成23年11月20日）

　金額（百万円） 構成比率（％） 前年同四半期比（％）

兵庫県 27,448 43.9 101.7

岡山県 5,169 8.3 107.5

広島県 12,366 19.8 102.1

山口県 12,301 19.7 102.4

香川県 2,505 4.0 99.2

愛媛県 1,451 2.3 105.3

徳島県 1,265 2.0 100.5

合計 62,508 100.0 102.3

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。　
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(3）商品部門別仕入高

　当第３四半期会計期間の仕入高を商品部門別に示すと、次のとおりであります。　

商品部門別

当第３四半期会計期間
（自　平成23年８月21日
 　 至　平成23年11月20日）

金額（百万円） 構成比率（％） 前年同四半期比（％）

加工食品 11,886 24.6 102.3

酒類 4,265 8.8 104.3

日配食品 4,031 8.3 102.7

乳製品・冷蔵飲料 4,002 8.3 105.3

冷凍食品 1,427 3.0 101.7

寿司・惣菜・弁当 3,305 6.8 108.7

パン・生菓子 2,382 4.9 105.7

農産品 5,605 11.6 98.1

水産品 3,519 7.3 102.2

畜産品 3,804 7.9 105.0

食品部門計 44,230 91.5 103.1

日用雑貨 2,009 4.2 97.8

化粧・薬品 551 1.1 101.2

スポーツ・園芸・ペット等 648 1.3 127.5

衣料品 748 1.6 116.2

その他非食品 166 0.3 115.4

非食品部門計 4,124 8.5 105.8

合計 48,354 100.0 103.3

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

　　　２．前事業年度まで農産品に含めて表示しておりましたガーデニング、日用雑貨に含めて表示しておりましたペッ

トフードの売上高の一部を、第１四半期会計期間よりスポーツ・園芸・ペット等に含めて表示しておりま

す。このため、前年同四半期比較については、前年同四半期の金額を変更後の区分に組替えて行っておりま

す。　

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析　　

当第３四半期会計期間における日本経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災による落ち込みからの回復の

動きが一層強まったものの、原子力発電所事故に係る復興の遅れや健康被害並びに電力供給に対する懸念が残った状

況が続いております。

加えて国外では、米国の景気回復の遅れや欧州の財政危機等により金融市場は不安定な状況に陥り、それは円高の

進行等といった形で日本経済に影響を及ぼしました。

個人消費は、省エネ・節電関連商品の需要拡大等で下げ止まりつつありますが、雇用・所得動向は依然として厳し

い状況にあり、生活者の購買意欲については引き続き希薄傾向が続いております。

そのような中で小売業界は、従来のデフレ状況下から続いている集客を目的とする価格競争から抜け出せず、更に

は業種、業態を超えた出店競争及び顧客獲得競争がより一層熾烈さを増す情勢であります。

このような経営環境の下、当社は原点である「お客さま第一」に基づき、日々の営業活動を通じてお客さまの健全

で健康な生活に貢献することを目指すとともに、更なる成長の原動力とすべく積極的な新規出店に取り組んでおりま

す。加えて当社は、中四国エリアにおける営業力の強化を図るため、当第３四半期会計期間より本社機能を兵庫県姫路

市から広島県広島市へ移転いたしました。

移転を機に、広島エリアを中心とした出店を加速させる計画であり、当会計期間には、山口県にザ・ビッグエクス

トラ萩店（山口県萩市）、広島県にマックスバリュ段原店（広島市南区）を開店いたしました。加えて、兵庫県には

マックスバリュ城の西店（兵庫県姫路市）を開店したことで、店舗数はＳＭ業態136店舗、ザ・ビッグ業態31店舗の合

計167店舗になりました。

営業面及び商品面につきましては、お客さまの価格志向の高まり並びに競合各社との価格競争に対応するために、

ＥＤＬＰ（エブリデー・ロー・プライス）商品の拡販に注力いたしました。ＥＤＬＰ商品である「家計応援商品」、

「家計応援スペシャル商品」では、お客さまの生活に密着した購買頻度が高い商品を再選定し、該当商品に係る様々

な商品コストを見直すことにより、継続的にお買得な価格を実現いたしました。同時にプライベートブランドである

「トップバリュ商品」についても、品揃えの拡充、お客さまに分かりやすい売場づくりに取り組んだ結果、当四半期会

計期間におけるトップバリュ商品の売上構成比は10.8％に達しました。

　販売費及び一般管理費面では、ＥＤＬＣ（エブリデー・ロー・コスト）を大前提として、全社を挙げてコストコント

ロールに取り組みました。その結果、当第３四半期会計期間の販売費及び一般管理費計は既存店ベースで97.2％に抑

制したものの、新店等の経費計上により全社計では対前年同四半期比102.0％となりました。

　これらの結果、当第３四半期会計期間の業績につきましては、売上高は625億8百万円（対前年同四半期比102.3％）、

営業収益は639億64百万円（対前年同四半期比102.3％）に伸張したものの、売上総利益率が前年同四半期より1.0％

低下したことで、営業総利益は157億3百万円（対前年同四半期比98.3％）となりました。

一方、厳しい経営環境に対応すべく一層のコストコントロールを実施いたしましたが、営業総利益額の減少をカ

バーするには至らず、営業利益9億10百万円（対前年同四半期比61.5％）、経常利益9億72百万円（対前年同四半期比

63.1％）、四半期純利益は4億19百万円（対前年同四半期比55.1％）の増収減益となりました。

（注）　文中表記について

（ＥＤＬＰ）

　毎日、お値打ち価格で販売し続けること

（家計応援商品）

　各カテゴリー（消費者が、相互に関係し代替可能であるとみる明確で扱いやすい商品のグループ）か

らお客さまの購買頻度が高い商品を選定し、お買得な価格で提供する商品

（家計応援スペシャル商品）

　各部門（農産・水産・畜産等）の主力商品群から選定し、量販することでお買得価格を実現した商品

（トップバリュ商品）

　衣食住にわたり「安全・安心・正直」をコンセプトとして、ナショナルブランドと同等以上の品質で、

かつお買得価格で提供するイオングループのプライベートブランド

（ＥＤＬＣ）

　ＥＤＬＰ政策を遂行するために、商品コスト（原価）やオペレーションコスト（販売管理費）の削減

に取り組むこと。

EDINET提出書類

マックスバリュ西日本株式会社(E03130)

四半期報告書

 7/29



（２）財政状態の分析

(資産)

　当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて21億3百万円増加し、858億77百万円となりました。主

な要因は、会計基準の変更による資産除去費用の計上及び新店等の出店に伴い、有形固定資産が24億1百万円増加

したことによるものです。 

（負債）

　当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べて21億46百万円増加し、480億6百万円となりました。　主

な要因は、資産除去債務に関する会計基準の適用による資産除去債務25億99百万円を計上したことによるもので

す。

（純資産）

　当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べて42百万円減少し、378億70百万円となりました。主な

要因は、配当金の支払によるものです。　　

　

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

　当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べて

11億70百万円減少し、36億42百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間に営業活動の結果使用した資金は61百万円（前同四半期会計期間は30億47万円の獲得）とな

りました。主な要因は、税引前四半期純利益8億34百万円及び減価償却費13億27百万円を計上した一方で、仕入債務の8

億88百万円及び未払消費税等の1億99百万円の減少、法人税等の支払額12億21百万円によるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間に投資活動の結果使用した資金は10億67百万円（前同四半期会計期間は24億22百万円の使

用）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出10億13百万円によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第３四半期会計期間に財務活動の結果獲得した資金は10億36百万円（前同四半期会計期間は2億62百万円の使

用）となりました。主な要因は、短期借入金が13億円増加した一方で、長期借入金の返済による支出2億56百万円によ

るものです。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

 

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期会計期間において、当社は広島県広島市南区段原南一丁目３－52に本社を移転いたしました。また、

新たに兵庫県姫路市三左衛門堀東の町121番地に兵庫事務所を新設しております。

提出会社

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物

工具、器
具及び
備品

その他 合計

広島本社

（広島市南区）
事務所設備 45 9 9 64 499

兵庫事務所

（兵庫県姫路市）
事務所設備 2 0 － 3 59

（注）　広島本社は本社移転による新設であり、この本社移転の決定に伴い、旧姫路本社設備の除却損12百万円を固

定資産除売却損として特別損失に計上しております。なお、金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

①当第３四半期会計期間において、第２四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、改修につい

て、重要な変更はありません。　　

②当第３四半期会計期間において、第２四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、改修につい

て完了したものは、次のとおりであります。 

事業所名
セグメント
の名称

所在地 設備の内容
投資額
（百万円）

完了年月日
増加売場面積
（㎡）

ザ・ビッグエクストラ萩店 小売業
山口県

萩市
店舗設備

1,506　

（1,487）
平成23年９月 5,761

マックスバリュ段原店 小売業
広島市

南区　
店舗設備

312　

（335）
平成23年９月 2,845

マックスバリュ城の西店 小売業
兵庫県

姫路市　
店舗設備

388　

（453）
平成23年10月 1,628

　（注）１．上記金額には消費税が含まれておりません。

　　　　２．上記の（　）内は当初予定の内容になっております。 　　　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）
普通株式 90,000,000

計 90,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年11月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年12月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 26,192,409 26,192,409
㈱大阪証券取引所
（市場第二部）

単元株式数
100株 

計 26,192,409 26,192,409 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

第１回新株予約権（第１回株式報酬型ストックオプション） 

平成19年５月16日定時株主総会決議及び平成20年４月6日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月20日）

新株予約権の数（個） 168

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 　当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　16,800（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成20年５月21日
至　平成35年５月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）

発行価格
資本組入額

　1,021（注）２
　  511（注）３

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時において
も当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。た
だし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、
退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとす
る。
②新株予約権については、その数の全数につき一括して行
使することとし、これを分割して行使することはできない
ものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはでき
ない。

代用払込みに関する事項 ―――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―――

　（注）１．新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の　

　　　　　　調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとし　　　　　　

            ております。

　　　　２．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり1円）と付与日における新株予約権の公正な評

　　　　　　価単価（１株当たり1,020円）を合算しております。　

　　　　３．資本組入額は、１株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円

　　　　　　未満の端数はこれを切上げるものとします。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自

　　　　　　己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。　
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 第２回新株予約権（第２回株式報酬型ストックオプション） 

平成21年４月５日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月20日）

新株予約権の数（個） 203

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 　当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　20,300（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成21年５月21日

至　平成36年５月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

　976（注）２

  488（注）３

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時において

も当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。た

だし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、

退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとす

る。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行

使することとし、これを分割して行使することはできない

ものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはでき

ない。

代用払込みに関する事項 ―――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―――

　（注）１．新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の　

　　　　　　調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとし

　　　　　　ております。

　　　　２．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり1円）と付与日における新株予約権の公正な評

　　　　　　価単価（１株当たり975円）を合算しております。 

　　　　３．資本組入額は、１株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円

　　　　　　未満の端数はこれを切上げるものとします。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自

　　　　　　己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。 
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 第３回新株予約権（第３回株式報酬型ストックオプション） 

平成22年４月５日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月20日）

新株予約権の数（個） 181

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 　当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　18,100（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成22年５月21日

至　平成37年５月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

　1,115（注）２

  558（注）３

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時において

も当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。た

だし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、

退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとす

る。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行

使することとし、これを分割して行使することはできない

ものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはでき

ない。

代用払込みに関する事項 ―――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―――

　（注）１．新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の　

　　　　　　調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとし

　　　　　　ております。

　　　　２．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり1円）と付与日における新株予約権の公正な評

　　　　　　価単価（１株当たり1,114円）を合算しております。 

　　　　３．資本組入額は、１株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円

　　　　　　未満の端数はこれを切上げるものとします。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自

　　　　　　己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。 
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第４回新株予約権（第４回株式報酬型ストックオプション） 

平成23年４月５日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月20日）

新株予約権の数（個） 185

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 　当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　18,500（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成23年５月21日

至　平成38年５月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

　894（注）２

  447（注）３

新株予約権の行使の条件

①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時において

も当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。た

だし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、

退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとす

る。

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行

使することとし、これを分割して行使することはできない

ものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはでき

ない。

代用払込みに関する事項 ―――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―――

　（注）１．新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の　

調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとし

ております。

　　　　２．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり1円）と付与日における新株予約権の公正な評　　　　　

　価単価（１株当たり893円）を合算しております。 

　　　　３．資本組入額は、１株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円　　　　　

　未満の端数はこれを切上げるものとします。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自

己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。 　

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。  

  

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成23年８月21日～

平成23年11月20日 
－ 26,192,409 － 1,667 － 4,641
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（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　　

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当第３四半期会計期間末日の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができませんので、

直前の基準日である平成23年８月20日の株主名簿により記載しております。

 平成23年11月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 　 41,500 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

 26,114,200
261,142 －

単元未満株式 普通株式 　　 36,709 － －

発行済株式総数 26,192,409 － －

総株主の議決権 － 261,142 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が900株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数9個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成23年11月20日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

マックスバリュ

西日本株式会社

兵庫県姫路市三左衛門堀

東の町121番地
41,500 － 41,500 0.16

計 － 41,500 － 41,500 0.16

　（注）　上記のほか、株主名簿上は自己名義となっておりますが、実質的には所有していない株式が100株（議決数1個）

あります。なお、当該株式数は、上記の「発行済株式」欄の「完全議決権株式（その他）」に含まれておりま

す。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
３月

平成23年
４月

平成23年
５月

平成23年
６月

平成23年
７月

平成23年
８月

平成23年
９月

平成23年
10月

平成23年
11月

最高（円） 1,158 1,155 1,138 1,178 1,200 1,145 1,124 1,138 1,152

最低（円） 940 1,081 1,080 1,118 1,127 1,065 1,080 1,100 1,120

　（注）　最高・最低株価は、株式会社大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、上記の当該四半期累計期

間における月別最高・最低株価は、毎月１日から月末までのものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

（1）役員の異動　　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役 ＭＶ東兵庫事業本部長 取締役
ＳＳＭ兵庫・岡山

事業本部長
渡辺　哲久 平成23年９月15日

取締役 ＭＶ西兵庫事業本部長 取締役 ＳＭ事業本部長 大和　保公 平成23年９月15日

取締役 ＭＶ中四国事業本部長 取締役
ＳＳＭ広島・山口

事業本部長
島袋　清春 平成23年９月15日

取締役

ＭＶ東兵庫事業本部長

ＭＶ西兵庫事業本部長

（兼務）　

取締役 ＭＶ東兵庫事業本部長 渡辺　哲久 平成23年11月25日

取締役 中国事業担当　 取締役
人事総務本部長　兼）リ

スクマネジメント担当　
下澤　茂樹　 平成23年12月26日　

　

（2）退任役員　　

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 代表取締役会長 藤本　昭 平成23年11月25日

取締役 ＭＶ西兵庫事業本部長 大和　保公 平成23年11月25日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期会計期間（平成22年８月21日から平成22年11月20日まで）及び前第３四半期累計期間（平成22

年２月21日から平成22年11月20日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

23年８月21日から平成23年11月20日まで）及び当第３四半期累計期間（平成23年２月21日から平成23年11月20日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成22年８月21日から平成22

年11月20日まで）及び前第３四半期累計期間（平成22年２月21日から平成22年11月20日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成23年８月21日から平成23年11月20日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

23年２月21日から平成23年11月20日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期

レビューを受けております。

　３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成23年11月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,642 4,813

売掛金 529 533

商品 7,147 7,001

貯蔵品 82 54

その他 8,480 7,999

流動資産合計 19,881 20,401

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 31,565

※
 29,109

土地 7,446 7,451

その他（純額） ※
 10,150

※
 10,199

有形固定資産合計 49,162 46,761

無形固定資産 775 833

投資その他の資産 16,058 15,777

固定資産合計 65,995 63,372

資産合計 85,877 83,774

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 23,781 23,791

短期借入金 1,300 －

1年内返済予定の長期借入金 1,024 1,024

未払法人税等 698 2,501

賞与引当金 1,002 670

役員業績報酬引当金 51 69

設備関係支払手形 3,513 3,027

その他 5,916 5,875

流動負債合計 37,288 36,960

固定負債

長期借入金 2,020 2,788

退職給付引当金 363 285

資産除去債務 2,599 －

その他 5,735 5,826

固定負債合計 10,718 8,900

負債合計 48,006 45,860

純資産の部

株主資本

資本金 1,667 1,667

資本剰余金 4,641 4,641

利益剰余金 29,570 29,498

自己株式 △50 △49

株主資本合計 35,829 35,758

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,968 2,098

評価・換算差額等合計 1,968 2,098

新株予約権 73 57

純資産合計 37,870 37,913

負債純資産合計 85,877 83,774
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間
(自　平成22年２月21日
　至　平成22年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年２月21日
　至　平成23年11月20日)

売上高 175,812 184,619

売上原価 133,737 141,768

売上総利益 42,074 42,851

その他の営業収入 4,043 4,342

営業総利益 46,117 47,193

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,808 1,754

給料及び賞与 16,476 17,556

賞与引当金繰入額 987 1,002

役員業績報酬引当金繰入額 54 51

退職給付費用 357 387

水道光熱費 3,138 3,220

地代家賃 5,065 5,228

減価償却費 3,747 3,879

その他 10,296 10,300

販売費及び一般管理費 41,931 43,381

営業利益 4,185 3,811

営業外収益

受取利息及び配当金 157 156

その他 115 115

営業外収益合計 272 271

営業外費用

支払利息 72 64

その他 24 23

営業外費用合計 97 88

経常利益 4,360 3,994

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 35 －

収用補償金 － 5

特別利益合計 35 5

特別損失

固定資産除売却損 70 26

減損損失 209 190

開発物件撤去費用 91 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,246

その他 54 375

特別損失合計 426 1,840

税引前四半期純利益 3,969 2,159

法人税等 ※
 1,804

※
 1,172

四半期純利益 2,165 987
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【第３四半期会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期会計期間
(自　平成22年８月21日
　至　平成22年11月20日)

当第３四半期会計期間
(自　平成23年８月21日
　至　平成23年11月20日)

売上高 61,100 62,508

売上原価 46,537 48,260

売上総利益 14,562 14,247

その他の営業収入 1,420 1,455

営業総利益 15,982 15,703

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 623 583

給料及び賞与 5,422 5,613

賞与引当金繰入額 572 522

役員業績報酬引当金繰入額 23 13

退職給付費用 121 129

水道光熱費 1,231 1,242

地代家賃 1,708 1,765

減価償却費 1,289 1,325

その他 3,511 3,596

販売費及び一般管理費 14,502 14,793

営業利益 1,479 910

営業外収益

受取利息及び配当金 52 55

債務勘定整理益 － 21

その他 42 14

営業外収益合計 94 91

営業外費用

支払利息 23 21

その他 9 7

営業外費用合計 32 29

経常利益 1,541 972

特別利益

特別利益合計 － －

特別損失

固定資産除売却損 9 14

減損損失 19 －

開発物件撤去費用 91 －

本社移転費用 － 102

その他 18 21

特別損失合計 139 138

税引前四半期純利益 1,402 834

法人税等 ※
 640

※
 414

四半期純利益 761 419
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期累計期間
(自　平成22年２月21日
　至　平成22年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年２月21日
　至　平成23年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 3,969 2,159

減価償却費 3,752 3,884

減損損失 209 190

投資有価証券評価損益（△は益） － 137

退職給付引当金の増減額（△は減少） 67 77

賞与引当金の増減額（△は減少） 417 331

受取利息及び受取配当金 △157 △156

支払利息 72 64

固定資産除売却損益（△は益） 68 19

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △67 －

役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) △1 △17

売上債権の増減額（△は増加） △90 3

たな卸資産の増減額（△は増加） △369 △174

未収入金の増減額（△は増加） △464 △361

仕入債務の増減額（△は減少） 1,720 △9

未払金の増減額（△は減少） 123 193

未払消費税等の増減額（△は減少） △40 △580

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,246

その他 △996 111

小計 8,213 7,122

利息及び配当金の受取額 148 148

利息の支払額 △62 △54

法人税等の支払額 △2,805 △3,661

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,494 3,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,608 △4,211

無形固定資産の取得による支出 △260 △16

差入保証金の差入による支出 △262 △115

差入保証金の回収による収入 257 224

預り保証金の返還による支出 △344 △215

預り保証金の受入による収入 997 151

その他 0 △141

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,221 △4,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 1,300

長期借入金の返済による支出 △768 △768

配当金の支払額 △913 △915

その他 △17 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,698 △401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,425 △1,170

現金及び現金同等物の期首残高 5,197 4,813

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,772

※
 3,642
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
 当第３四半期累計期間

（自　平成23年２月21日　至　平成23年11月20日）

会計処理基準に関する事項の変更　 （資産除去債務に関する会計基準等の適用）

　第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ111百万円減少しており、税引前

四半期純利益は1,357百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は2,493百万円であります。　

  　　　　

　

【表示方法の変更】

当第３四半期累計期間
（自　平成23年２月21日
至　平成23年11月20日）

（四半期損益計算書）

　前第３四半期累計期間において、区分掲記しておりました特別損失の「開発物件撤去費用」は、重要性がなくなった

ため、特別損失の「その他」に含めて表示しております。

　なお、当第３四半期累計期間の「開発物件撤去費用」の金額は、31百万円であります。　

　

当第３四半期会計期間
（自　平成23年８月21日
至　平成23年11月20日）

（四半期損益計算書）

 　前第３四半期会計期間において、「債務勘定整理益」は営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため当第３四半期会計期間においては区分掲記しております。

 　なお、前第３四半期会計期間における「債務勘定整理益」は8百万円であります。

　　　　　　

【簡便な会計処理】

　該当事項はありません。

 　　 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。  
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成23年11月20日）

前事業年度末
（平成23年２月20日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、36,968百万円であり

ます。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、32,824百万円であり

ます。

 

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成22年２月21日
至　平成22年11月20日）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年２月21日
至　平成23年11月20日）

※　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。

※　　　　　　　　　　　同左

　

前第３四半期会計期間
（自　平成22年８月21日
至　平成22年11月20日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年８月21日
至　平成23年11月20日）

※　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。

※　　　　　　　　　　　同左

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成22年２月21日
至　平成22年11月20日）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年２月21日
至　平成23年11月20日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年11月20日現在） （平成23年11月20日現在）

 （百万円）

現金及び預金 2,772

現金及び現金同等物 2,772

 

 （百万円）

現金及び預金 3,642

現金及び現金同等物 3,642
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（株主資本等関係）

　当第３四半期会計期間末（平成23年11月20日）及び当第３四半期累計期間（自　平成23年２月21日　至　平成23

年11月20日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　26,192,409株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　41,605株　　　　　

  

３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

　　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　　　73百万円　 

  

４．配当に関する事項 

　　（１）配当金支払額
 
 

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月12日

定時株主総会
普通株式 915 35.00平成23年２月20日平成23年５月13日利益剰余金

　 
   （２）基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間後となる

もの
　　　　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は食料品及び日用雑貨等の販売を主力としたスーパーマーケットの運営及びその付随業務の単一セグ

メントであるため、記載を省略しております。

　

（追加情報）

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。　　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成23年11月20日）

前事業年度末
（平成23年２月20日）

１株当たり純資産額 1,445.36円 １株当たり純資産額 1,447.58円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期会計期間末
（平成23年11月20日）

前事業年度末
（平成23年２月20日）

純資産の部の合計額（百万円） 37,870 37,913

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
73 57

（うち新株予約権） (73) (57)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（百万円）
37,797 37,856

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期

末（期末）の普通株式の数（千株）
26,150 26,151

２．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

前第３四半期累計期間
（自　平成22年２月21日
至　平成22年11月20日）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年２月21日
至　平成23年11月20日）

１株当たり四半期純利益 82.81円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
82.62円

１株当たり四半期純利益 37.75円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
37.65円

　（注）　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前第３四半期累計期間
（自　平成22年２月21日
至　平成22年11月20日）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年２月21日
至　平成23年11月20日）

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益（百万円） 2,165 987

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 2,165 987

期中平均株式数（千株） 26,148 26,150

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

普通株式増加数（千株） 59 69
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前第３四半期会計期間
（自　平成22年８月21日
至　平成22年11月20日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年８月21日
至　平成23年11月20日）

１株当たり四半期純利益 29.13円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
29.06円

１株当たり四半期純利益 16.06円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
16.01円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前第３四半期会計期間
（自　平成22年８月21日
至　平成22年11月20日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年８月21日
至　平成23年11月20日）

１株当たり四半期純利益 　 　

四半期純利益（百万円） 761 419

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 761 419

期中平均株式数（千株） 26,150 26,150

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　 　

普通株式増加数（千株） 61 73

　

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。　

EDINET提出書類

マックスバリュ西日本株式会社(E03130)

四半期報告書

25/29



２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年12月22日

マックスバリュ西日本株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　　中山　紀昭　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　　尾仲　伸之　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマックスバリュ西日

本株式会社の平成22年２月21日から平成23年２月20日までの第29期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年８月21日か

ら平成22年11月20日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年２月21日から平成22年11月20日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マックスバリュ西日本株式会社の平成22年11月20日現在の財政状態、同日をもって

終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化されたものであり、その原本は当社（四半　期

報告書提出会社）が四半期財務諸表に添付する形で別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。　
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年12月22日

マックスバリュ西日本株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　　中山　紀昭　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　　三浦　宏和　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマックスバリュ西日

本株式会社の平成23年２月21日から平成24年２月20日までの第30期事業年度の第３四半期会計期間（平成23年８月21日か

ら平成23年11月20日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年２月21日から平成23年11月20日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マックスバリュ西日本株式会社の平成23年11月20日現在の財政状態、同日をもって

終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化されたものであり、その原本は当社（四半　期

報告書提出会社）が四半期財務諸表に添付する形で別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。　
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